
「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (3)

細項目
－

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

－

30年度要求予算額： - 千円

29年度予算額： - 千円

28年度歳出予算現額※1： - 千円
28年度決算額： - 千円

使用割合： - ％

－

－

該当施策概要

通し番号  21 

  女性や高齢者の活躍による労働力の拡大、大都市への一極集中の是正による地方で
の雇用拡大等のため、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であ
るテレワークの推進が求められている。
  2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、国内外からたくさんの観光客等
が集まり、首都圏の公共交通機関における混雑が予想されることから、会期中のテレ
ワーク活用が有効として、オリパラを契機にテレワーク普及をさらに後押しすることを目的
とする。

－

・ 総務省・厚生労働省・国土交通省・経済産業省（4省庁）で連携し、普及・啓発活動を行
う。
   *テレワーク推進フォーラムの開催
   *テレワーク関係府省連絡会議の実施　等

 上記４省及び内閣官房・内閣府が主催し、毎年7月24日をテレワーク・デイと定め、普及・
啓発を行う。

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

（３）テレワークの推進
 （前略）
   さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の日程に合わせて「テレワー
ク・デイ」を定め、平成32年までの毎年、「テレワーク･デイ」に企業等が一斉にテレワーク
を実施すること等を呼びかけ、国民運動を展開する。
（後略）

（３）テレワークの推進

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

テレワークの推進

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍
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分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

ー

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

担当府省・担当課

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

経済産業省

商務情報政策局情報技術利用促進課

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

１８３

１５

70




20

20
年
東
京
オ
リン
ピ
ック
・パ
ラリ
ン
ピッ
ク競

技
大
会
で
は
、国

内
外
か
らた
くさ
ん
の
観
光
客
等
が
集
ま
り、
首
都
圏
の
公
共
交

通
機
関
に
お
け
る
混
雑
が
予
想
され
る
。会
期
中
の
テ
レ
ワ
ー
ク
活
用
が
有
効
とし
て
、オ
リパ
ラ
を
契
機
に
テ
レ
ワ
ー
ク
普
及
を
さ

ら
に
後
押
し
す
る
こと
とし
た
い
。 （

（
例
）

17
年
１
日
、1

8年
１
週
間
、1

9年
２
週
間
、2

0年
２
週
間

×
２
（
ｵﾘ
ﾊﾟ
ﾗ期
間
中
）
）

※
2
0
1
2
年

ロ
ン

ド
ン

大
会

時
に
ロ

ン
ド

ン
交

通
局
及

び
市

が
テ

レ
ワ

ー
ク

を
呼

び
か

け
、

市
内

企
業

の
８

割
が

テ
レ

ワ
ー

ク
を

導
入

し
た
経

緯
あ

り
。


20

20
年
に
向
け
て
国
民
運
動
を
展
開
す
る
た
め
、2

01
7年

よ
りテ
レ
ワ
ー
ク
・デ
イ
を
毎
年
実
施
。


経
産
省
、総

務
省
が
中
心
とな
り、
関
係
府
省
、経

済
団
体
、首

都
圏
自
治
体
、交

通
機
関
等
を
巻
き
込
ん
で
実
施
。

•
20

20
年
ま
で
の
毎
年
、東

京
オ
リン
ピ
ック
開
会
式
開
催
予
定
日
（

7月
24
日
）
を
「テ
レ
ワ
ー
ク
・デ
イ
」と
定
め
、企

業
等
が

一
斉
に
テ
レ
ワ
ー
クを
実
施
す
る
日
とす
る
。

主
催
：
総
務
省
、経

産
省
、厚

労
省
、国

交
省
、内

閣
官
房
、内

閣
府

共
催
：
東
京
都
、経

団
連
、日

本
テ
レ
ワ
ー
ク協

会
協
力
：

テ
レ
ワ
ー
ク推

進
企
業
ネ
ット
ワ
ー
ク（

※
）
、経

済
団
体
、テ
レ
ワ
ー
ク関

係
団
体

な
ど

取
組
み
例
：
①

テ
レ
ワ
ー
ク導

入
に
積
極
的
な
大
企
業
が
、1

00
人
規
模
の
一
斉
テ
レ
ワ
ー
ク
（
例
：
ワ
ン
フロ
ア
ま
る
ご
とテ
レ
ワ
ー
ク
）
を
実
施
。

②
テ
レ
ワ
ー
ク導

入
を
検
討
す
る
企
業
が
、7
月

24
日
に
「お
試
しテ
レ
ワ
ー
ク
」を
実
施
。

•
初
年
度
の
取
り組

み
とし
て
、本

年
7月

に
イベ
ン
トを
実
施
。

・テ
レ
ワ
ー
ク
・デ
イ
の
国
民
運
動
化
に
向
け
た
周
知
広
報
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

・国
家
公
務
員
も
率
先
して
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
ほ
か
、賛
同
企
業
な
どが
一
斉
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
、公
共
交
通
（
鉄
道
）
の
混
雑
状
況
の
変
化

な
どを
検
証
。併

せ
て
、テ
レ
ワ
ー
ク実

施
企
業
に
お
け
る
生
産
性
や
職
員
の
満
足
度
等
の
効
果
を
ア
ン
ケ
ー
ト調

査
。

※
テ
レ
ワ
ー
ク推

進
企
業
ネ
ット
ワ
ー
ク：

平
成

28
年

11
月

28
日
に
、「
総
務
省
テ
レ
ワ
ー
ク先

駆
者
百
選
」企
業
及
び
「厚
生
労
働
省

輝
くテ
レ
ワ
ー
ク賞

」受
賞
企
業
が
参
加
し、

自
社
の
工
夫
や
ノウ
ハ
ウ
の
紹
介
を
通
じて
、こ
れ
か
らテ
レ
ワ
ー
クを
導
入
しよ
うと
す
る
企
業
に
、具

体
的
ア
ドバ
イス
を
行
え
る
体
制
を
立
ち
上
げ
。平

成
29
年

1月
現
在
、６

４
社
が
参
加
。

1

年
に
向
け
た
テ
レ
ワ
ー
ク
国
民
運
動
プ
ロ
ジ
ェク
ト
（
テ
レ
ワ
ー
ク
・デ
イ
）

今
年
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
国
民
運
動
を
始
動
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (3)

細項目
－

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 35,000 千円

29年度予算額： 25,000 千円

28年度歳出予算現額※1： 25,000 千円
28年度決算額： 24,980 千円

使用割合： 99.9 ％

－

－

通し番号  22 

機構定員要求

-

その他（具体的に）

（３）　テレワークの推進
　　テレワークを実施する際の労働関係法令の適用等の在り方を示すためのガイドライン
を新たに策定し、周知を行うことにより適正な労務管理下における良質なテレワークの普
及を図るとともに、サテライトオフィスを活用したモデル事業の実施やテレワーク導入経費
の助成等を行う。
　また、テレワークの普及を推進するため、セミナー開催やイベントへの出展、先進事例
の収集・広報やセキュリティガイドラインの更新、専門家派遣などを行うともに、「ふるさと
テレワーク」を導入する全国の自治体等に対して、導入経費の補助等を行う。
　さらに、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の日程に合わせて「テレワー
ク・デイ」を定め、平成 32 年までの毎年、「テレワーク･デイ」に企業等が一斉にテレワー
クを実施すること等を呼びかけ、国民運動を展開する。
　加えて、国と地方公共団体とが連携して、企業等に対し、テレワーク導入に係る情報提
供、相談・助言等をワンストップで実施する総合的・一体的なテレワーク推進に向けた支
援窓口として、「テレワーク推進センター（仮称）」を、国家戦略特別区域会議の下に設置
する。
　国家公務員について、平成 32 年度までに、必要な者が必要な時にテレワーク勤務を
本格的に活用できるようにするための計画的な環境整備を行うとともに、リモートアクセス
機能の全府省での導入を行う。また、地方公務員について、テレワークの活用により多様
なワークスタイルを実践している地方公共団体の取組事例等の収集・提供を行い、各団
体の取組を支援する。

（３）テレワークの推進

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

テレワークの推進

　ニッポン一億総活躍社会の実現、少子化対策に向け、都市行政の分野においても、ま
ちづくりと連携した柔軟な働き方や女性の活躍促進など働き方改革の推進、子育てしや
すいまちづくりを推進する必要がある。

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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該当施策概要

分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

　すべての人が活躍できる社会の実現を目指すため、場所にとらわれない柔軟な働き方
であるテレワークの推進が求められている。
　このため、就労者を対象としたテレワークのアンケートを実施するとともに、テレワーク
拠点の整備や公共交通機関でのテレワーク実施環境の整備に関する調査を関係省庁と
連携し実施することで、多様なテレワークの普及促進を図る。

-

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

１８１

１６

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

国土交通省

都市政策課
担当府省・担当課
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テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

（
将
来
世
代
に
引
き
継
ぐ
都
市
推
進
政

策
に
係
る
検
討
調
査
経
費
）

背
景
と
課
題

・
「
世
界
最
先
端
ＩＴ
国
家

創
造

宣
言

・
官

民
デ
ー
タ
活
用
推

進
基
本

計
画
（
平
成

29
年

5月
30

日
閣

議
決
定

）
」
に
お
い
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の

普
及

は
、
関
係

府
省
が
連
携

し
、
普

及
啓

発
の

推
進

や
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
整

備
等

を
通
じ
て
、

K
P

Iの
目
標

値
達

成
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
府
省
連

携
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
の

推
進

に
は

、
現

況
や
課
題

の
共
有

が
不
可

欠
で
あ
り
、
毎
年

国
交
省

が
各

府
省

の
意

見
を
と
り
ま
と
め
な
が

ら
、
テ
レ
ワ
ー
ク
人
口

実
態

調
査

を
実

施
し
結

果
を
共
有

す
る
こ
と
で
、
府

省
連
携
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
普

及
促

進
策

が
進

め
ら
れ

て
い
る
。

・
ま
た
、
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の

整
備

等
を
効

果
的

に
進
め
、
多

様
な
テ
レ
ワ
ー
ク
を
促
進
す
る
た
め
に
は

、
テ
レ
ワ
ー
ク
拠

点
や

公
共

交
通

機
関

に
お
け
る
テ
レ
ワ
ー
ク
環

境
の

現
状

や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
環
境
整

備
に
向
け
た
検

討
を
行

う
こ
と
が
重

要
と
な
っ
て
い
る
。

Ｈ
３
０
要
求
内
容

施
策

の
成
果

・
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
実

態
等

を
公

表
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の

普
及
促

進
を
図
る
と
と
も
に
、
政
府

目
標
達

成
状
況

の
確

認
に
活

用
。

・
地
域
活

性
化
等
に
活

用
可

能
な
テ
レ
ワ
ー
ク
拠

点
整
備
モ
デ
ル
の
普

及
促
進

等
。

Ｈ
２
９
以
前
実
施
内
容

・
H

29
年

度
調
査
に
引

き
続

き
、
働

き
方

の
多

様
化
に
対
応
し
た
き
め
細

か
い
調

査
を
実
施
。

・
テ
レ
ワ
ー
ク
人
口
、
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の

属
性

を
把

握
す
る
基
礎
的

調
査
と
併
せ

て
、
属
性
別

の
課

題
把
握
の

た
め
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
育

児
・
介

護
者

、
モ
バ
イ
ル
ワ
ー
カ
ー
等

）
を
絞

っ
た
、
詳

細
調

査
を
行

う
。

１
．
テ
レ
ワ
ー
ク
人

口
実
態
調
査

２
．
テ
レ
ワ
ー
ク
拠

点
整
備
に
関
す
る
調
査

・
H

29
年

度
は
、
雇
用
者
の

テ
レ
ワ
ー
ク
実

施
環

境
に
つ
い
て
詳
細
に
把

握
す
る
た
め
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の

実
施

実
態

と
あ
わ

せ
て
、
勤

務
先

に
お

け
る
勤

務
時
間
制
度

や
テ
レ
ワ
ー
ク
制

度
の

内
容

等
に
つ
い
て
も
調
査
。

・
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等

の
テ
レ
ワ
ー
ク
拠

点
に
つ
い
て
、
整
備
動

向
や
、
地
域

の
課
題

解
決
へ

の
活
用

方
策

等
に
つ
い
て
調

査

・
自
治
体
に
お
け
る
協
働
ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
の

ニ
ー
ズ
や
整
備

状
況

を
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
り
把
握
、
整
備

促
進

策
に
つ
い
て
検

討
。

３
．
公

共
交

通
機

関
と
連
携
し
た
テ
レ
ワ
ー
ク
実
施

環
境
整

備
に
向

け
た
調
査

・
公

共
交

通
機
関
と
連

携
し
た
テ
レ
ワ
ー
ク
環

境
整
備
に
向
け
た
調
査

検
討
。
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (3)

細項目

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 56,811 千円

29年度予算額： - 千円

28年度歳出予算現額※1： - 千円
28年度決算額： - 千円

使用割合： - ％

－

－

該当施策概要
　地方自治体と連携し、相談窓口を設置するなどして、企業への導入支援や、働く方へ
の情報提供等を実施する。

通し番号  23 

　テレワークは、地方創生、女性活躍等の様々な観点からテレワークの推進が求めら
れ、企業の生産性向上や雇用創出に結び付くものであるとともに、働く方が育児や介護
等を理由とした離職をすることを防ぐことや、高齢の方や障害を持った方に就労機会を
提供することが可能となるなど、雇用の安定・継続に資するものである。
　平成29年6月16日に成立した改正国家戦略特別区域法においても、「情報通信技術を
利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助」について規定されたこ
とを踏まえ、国と地方自治体がそれぞれの強みを活かして、事業主に加えて、広く労働
者を対象に、テレワークに係る相談対応や助言等の援助を行う。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

-

国家戦略特区のテレワークに関する援助

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（３）テレワークの推進

（３）テレワークの推進
(前略)
　　加えて、国と地方公共団体とが連携して、企業等に対し、テレワーク導入に係る情報
提供、相談・助言等をワンストップで実施する総合的・一体的なテレワーク推進に向けた
支援窓口として、「テレワーク推進センター（仮称）」を、国家戦略特別区域会議の下に設
置する。
（後略）
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分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

担当府省・担当課
厚生労働省　雇用環境・均等局

在宅労働課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

-

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

-

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

その他関係する分野・大項目等

１－１
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平
成

30
年
度

雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク
普
及
促
進
の
た
め
の
施
策
概
要
（
雇
用
環
境
・
均
等
局

在
宅
労
働
課
）

適
正
な
労
務
管
理
下
に
お
け
る
良
質
な
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
促
進
の
た
め
、
テ
レ
ワ
ー
ク
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
企
業
等
の
導
入
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

引
き
続
き
、
先
進
企
業
の
表
彰
等
を
通
じ
た
気
運
の
醸
成
や
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
活
用
方
法
の
検
証
等
を
実
施
す
る
。

１
．
多
様
で
安
心
で
き
る
働
き
方
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
の
普
及
促
進
事
業
（
一
部
新
規
）

２
．
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
普
及
促
進
事
業
（
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
活
用
モ
デ
ル
事
業
）

３
．
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
促
進
に
向
け
た
気
運
の
醸
成

４
．
テ
レ
ワ
ー
ク
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

６
．
時
間
外
労
働
等
改
善
助
成
金
（
テ
レ
ワ
ー
ク
コ
ー
ス
）

※
職
場
意
識
改
善
助
成
金
よ
り
改
称

要
求
額

19
,0

62
千
円

（
22

,4
57
千
円
）

①
テ
レ
ワ
ー
ク
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
啓
発
：
平
成

29
年
度
に
刷
新
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
（
新
規
）

②
労
働
者
向
け
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
：
働
く
方
に
対
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
メ
リ
ッ
ト
を
直
接
実
感
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

•
働
く
方
の
居
住
エ
リ
ア
の
駅
や
保
育
施
設
に
近
接
し
た
場
所
に
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
、
利
用
を
通
じ
て
、
有
効
な
活
用
方
法
を
検
証

す
る
た
め
の
モ
デ
ル
事
業

【
首
都
圏
に
加
え
、
大
阪
・
愛
知
に
も
設
置
予
定
】

•
有
識
者
か
ら
な
る
普
及
促
進
委
員
会
に
よ
り
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
運
営
上
の
課
題
等
を
整
理

①
企
業
向
け
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
：
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
、
労
務
管
理
等
に
関
す
る
企
業
向
け
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
（
総
務
省
と
連
携
）

②
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
「
輝
く
テ
レ
ワ
ー
ク
賞
」
：
テ
レ
ワ
ー
ク
の
先
進
企
業
や
、
普
及
に
貢
献
し
た
個
人
等
を
表
彰
（
総
務
省
と
連
携
）

③
テ
レ
ワ
ー
ク
宣
言
応
援
事
業
：
ト
ッ
プ
の
テ
レ
ワ
ー
ク
宣
言
に
基
づ
き
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
企
業
の
取
組
周
知
に
よ
る
普
及
促
進

•
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
・
実
施
時
の
課
題
等
に
つ
い
て
相
談
に
応
え
る
た
め
の
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置

•
専
門
家
に
よ
る
訪
問
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
実
施

•
テ
レ
ワ
ー
ク
を
新
規
で
導
入
ま
た
は
拡
充
し
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
事
業
主
に
対
し
て
、
導
入
経
費
を
助
成

•
平
成

30
年
度
か
ら
は
支
給
上
限
を
拡
大
（
予
定
）
【

1人
あ
た
り
上
限
額

(1
5万

円
→

20
万
円

)増
】

要
求
額

28
9,

68
0千

円
（

35
1,

12
2千

円
）

要
求
額

54
,7

16
千
円

（
49

,7
42
千
円
）

要
求
額

32
,9

53
千
円

（
55

,7
75
千
円
）

要
求
額

11
3,

40
0千

円
（

72
,0

00
千
円
）

５
．
国
家
戦
略
特
区
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
援
助
（
新
規
）

•
改
正
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
基
づ
き
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
国
と
地
方
自
治
体
が
連
携
し
、
企
業
に
テ
レ
ワ
ー
ク
の

積
極
的
な
導
入
を
促
し
、
雇
用
の
安
定
・
継
続
の
実
現
を
図
る

【
支
援
セ
ン
タ
ー
３
拠
点
の
設
置
】

要
求
額

56
,8

11
千
円

（
0千

円
）
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (3)

細項目
－

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 12,682 千円 の内数

29年度予算額： 15,549 千円 の内数

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

通し番号  24 

　地方公共団体が女性活躍推進法及び第四次男女共同参画基本計画に基づき、女性
地方公務員の活躍推進のための目標を達成するためには、①人事管理面での変革（女
性が出産・子育てを行いつつ管理職として活躍できる新しい人事管理体系の構築）と②
男性職員を含めた柔軟な働き方改革（男性職員の育児休業取得の拡大・ゆう活・フレッ
クスタイム・テレワークの活用等）を車の両輪とした取組が求められている。
　そのため、先進事例の紹介を行うほか、地方公共団体との間で共通の課題や取組方
策について議論・検討し、情報共有を図るなど、戦略的な広報・情報発信を通じて、各団
体の実情に即した主体的かつ積極的な取組を支援する。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

女性地方公務員の活躍・働き方改革推進に向けた戦略的広報・情報発信

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（３）テレワークの推進

（３）テレワークの推進
（前略）
　国家公務員について、平成32年度までに、①必要な者が必要な時にテレワーク勤務を
本格的に活用できるようにするための計画的な環境整備を行い、②リモートアクセス機
能の全省での導入を行う。また、地方公務員について、テレワークの活用により多様な
ワークスタイルを実践している地方公共団体の取組事例等の収集・提供を行い、各団体
の取組を支援する。

　地方公共団体における女性職員活躍及び働き方改革（以下「女性職員活躍等」とい
う。）に関する先進的な取組事例の一つとして、テレワークの活用事例の紹介を行う。
　また、女性職員活躍等に取り組む地方公共団体の職員が、各団体に共通する課題や
取組状況について意見交換等を行う協議会で解決策を検討するとともに、女性職員活
躍等の推進方策に関する調査研究を行い、テレワークの活用を含め各地方公共団体の
参考に資する具体的・実践的な取組手法を「実践マニュアル」として取りまとめる。
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分野
－大
項目

２－３

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

－

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

行政分野

その他関係する分野・大項目等

－

担当府省・担当課
総務省

自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

○

－

－

30年度要求予算額： － 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

通し番号  25 

その他（具体的に）

①育児休業等の取得促進
　　育児休業等を理由とするハラスメント防止措置を企業に義務付けた改正育児・介護休
業法（平成29年１月１日施行）の周知徹底を図るとともに、育児休業制度等の対象者への
個別周知や、育児目的休暇の措置を事業主に求めることなどを内容とする改正育児・介
護休業法の平成29年10月１日からの着実な施行を図る。
　　また、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業への助成措置や中小企業におけ
る育児・介護支援プラン導入プログラムを実施するなど、育児休業や介護休業の円滑な
取得・職場復帰による継続就業を支援するための取組を進める。

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

改正育児・介護休業法の周知徹底・円滑な施行

　　改正育児・介護休業法の円滑な施行のため、平成29年1月1日施行の改正内容及び
同年10月1日施行予定の改正内容について、周知徹底を図る必要がある。

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

－

　　改正内容の円滑な施行のため、パンフレット等の作成や、説明会の開催など、改正内
容の周知徹底に取り組む。
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分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

厚生労働省 雇

雇用環境・均等局 職業生活両立課

－

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

６０、８２、１５７

１９

担当府省・担当課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

81



○
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
理
由
で
、
や
む
な
く
離
職
す
る
等
、
雇
用
継
続
に
支
障
が
出
る
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
１
歳

６
ヶ
月
に
達
し
た
時
点
で
、
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場
合
に
再
度
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業
期
間
を

「
最
長
２
歳
ま
で
」
延
長
で
き
る
。

○
上
記
に
合
わ
せ
、
育
児
休
業
給
付
の
支
給
期
間
を
延
長
す
る
。

平
成

2
9
年

の
育
児
・
介
護
休
業
法

の
改

正
内
容

【
平

成
2
9
年

1
0
月

施
行

】
（
雇
用
保
険
法

等
の
一

部
を
改
正

す
る
法

律
（平

成
2
9
年

法
律

第
1
4
号
）
）

現
行
の
内
容
・
課
題

改
正
の
内
容

０
歳

１
歳
６
ヶ
月

１
歳

延
長
申
請

０
歳

１
歳
６
ヶ
月

年
度
末

２
歳

延
長
申
請

延
長
申
請

＜
課
題
＞

保
育
所
へ
の
入
所
が
一
般
的
に
年
度
初
め
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
期
間

に
つ
い
て
は
、
保
育
所
に
預
け
ら
れ
ず
、
か
つ
育
休
も
取
得
出
来
な
い
期
間
と
な
る
。

年
度
末

１
歳

○
育
児
休
業
期
間
は
、
原
則
と
し
て
子
が
１
歳
に
達
す
る
ま
で
、
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場
合
に
、
例
外
的
に
子
が
１

歳
６
か
月
に
達
す
る
ま
で
延
長
で
き
る
。

育
児
休
業
制
度
等
の
個
別
周
知

○
事
業
主
は
、
労
働
者
又
は
そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
・
出
産
し
た
場
合
、
家
族
を
介
護
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
、
当
該
労
働
者
に

対
し
て
、
個
別
に
育
児
休
業
・
介
護
休
業
に
関
す
る
定
め
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
を
規
定
。

育
児
目
的
休
暇
の
新
設

○
事
業
主
に
対
し
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
、
育
児
に
関
す
る
目
的
で
利
用
で
き
る
休
暇
制
度

の
措
置
を
設
け
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

（
１
）
育

児
休
業
の
再
延
長

（最
長
２
歳

ま
で
）

（
２
）
そ
の
他
の
改
正
内
容
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○
妊
娠
・
出
産
・
育
児

休
業

・
介

護
休

業
等
を
理
由
と
す
る
、
上

司
・
同
僚

に
よ
る
就

業
環

境
を
害

す
る
行

為
を
防

止
す
る
た
め
、

雇
用

管
理
上
必

要
な
措

置
を
事

業
主

に
義
務

づ
け
る
。

○
対
象
家
族
１
人

に
つ
き
、
３
回

を
上

限
と
し
て
、
通
算

９
３
日
ま
で
、
介
護

休
業

を
分

割
取

得
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る

○
介
護
休
暇
の

半
日

単
位

の
取

得
を
可

能
と
す
る
。

○
介
護
の
た
め
の
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

措
置
等

を
介

護
休
業
と
は
別

に
、
利
用

開
始

か
ら
３
年

の
間

で
２
回

以
上

の
利

用
を
可
能
と
す
る
。

○
所
定
外
労
働

の
免

除
を
介

護
終

了
ま
で
の

期
間

に
つ
い
て
請

求
す
る
こ
と
の

で
き
る
権

利
と
し
て
新

設
す
る
。

○
有
期
契
約
労

働
者

の
介

護
休

業
取

得
要
件

を
緩
和

す
る
。

１
．
介
護
離
職
を
防
止

し
、
仕

事
と
介

護
の

両
立
を
可
能
と
す
る
た
め
の

制
度
の

整
備

３
．
妊
娠
・
出
産
・
育

児
休

業
・
介

護
休

業
を
し
な
が
ら
継
続
就

業
し
よ
う
と
す
る
男

女
労
働

者
の

就
業

環
境

の
整

備

【
施
行
期

日
】
平

成
２
９
年
１
月
１
日

改
正

育
児

・
介

護
休

業
法

及
び
改

正
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

の
概

要

妊
娠
・
出
産
・
育
児
期
や
家
族
の
介
護
が
必
要
な
時
期
に
、
男
女
と
も
に
離

職
す
る
こ
と
な
く
働
き
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
仕
事
と
家
庭
が
両
立
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
雇
用
環
境
を
整
備
す
る

○
子
の
看
護
休
暇
の

半
日

単
位

の
取

得
を
可

能
と
す
る
。

○
有
期
契
約
労
働
者

の
育

児
休

業
の

取
得
要

件
を
、

①
当
該
事
業
主
に
引

き
続

き
雇

用
さ
れ

た
期
間

が
過
去

１
年

以
上

あ
る
こ
と
、

②
子
が
１
歳
６
ヶ
月

に
達

す
る
日

ま
で
の
間

に
労

働
契
約

が
満
了
し
、
か
つ
、
契

約
の
更

新
が

な
い
こ
と
が

明
ら
か

で
な
い
者

と
し
取
得
要
件
を
緩

和
す
る
。

○
特
別
養
子
縁
組

の
監

護
期

間
中

の
子
、
養

子
縁
組

里
親

に
委

託
さ
れ

て
い
る
子
そ
の

他
こ
れ

ら
に
準

ず
る
も
の

に
つ
い
て
は

育
児

休
業
制
度
等

の
対

象
に
追

加
す
る
。

２
．
多
様
な
家
族
形
態

・
雇

用
形

態
に
対

応
し
た
育
児

期
の
両

立
支
援

制
度
等

の
整
備
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 24,112,905 千円

29年度予算額： 10,947,667 千円

28年度歳出予算現額※1 25,823,227 千円
28年度決算額： 24,499,173 千円

使用割合： 94.9 ％

－

－

該当施策概要

両立支援等助成金（女性活躍加速化コースを除く）

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

①育児休業等の取得促進
    育児休業等を理由とするハラスメント防止措置を企業に義務付けた改正育児・介護
休業法（平成29年１月１日施行）の周知徹底を図るとともに、育児休業制度等の対象者
への個別周知や、育児目的休暇の措置を事業主に求めることなどを内容とする改正育
児・介護休業法の平成29年10月１日からの着実な施行を図る。
   また、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業への助成措置や中小企業におけ
る育児・介護支援プラン導入プログラムを実施するなど、育児休業や介護休業の円滑
な取得・職場復帰による継続就業を支援するための取組を進める。

通し番号  26 

　仕事と育児・介護の両立に関しては、以下の通り数値目標が掲げられている。

・未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）
　＊第１子出産前後の女性の継続就業率
　　　2015（27）年　53.1%　→　2020（32）年　55%
　＊男性の育児休業取得率
　　　2016（28）年　3.16%　→　2020（32）年　13%
・ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）
　　　2020年代初頭までに介護離職をなくす

　これらを踏まえ、助成金の支給により事業主等の取組をさらに促進し、仕事と育児・介
護の両立を容易にするための環境整備を進める。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

　仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、助成金を支給する。
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分野
－大
項目

２－４

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

５３、６２

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

１８、２２

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

経済分野

その他関係する分野・大項目等

－

担当府省・担当課
厚生労働省 

雇用環境・均等局 職業生活両立課
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平
成

30
年
度
両
立
支
援
等
助
成
金

支
給

機
関
：

都
道
府

県
労
働
局

事
業
所
内
保
育
施
設
コ
ー
ス

19
.7
億
円

3
0
年
度
要
求
額

2
4
1.
1億

円
（
雇
用
勘
定
）

2
9
年
度
予
算
額

1
0
9.
5億

円
（
雇
用
勘
定
）

中
小
企
業

中
小
企
業
以
外

①
取
組
か
つ

1
人
目

の
育
休
取
得

5
7
万
円

<
7
2
万
円

>
2
8
.5
万
円

<
3
6
万
円

>

②
2
人
目
以
降
の

育
休
取
得

5
日
以
上

1
4
.2

5
万
円

<
1
8
万
円

>

1
4
日
以
上

2
3
.7

3
万
円

<3
0万

円
>

1
ヶ
月

以
上

3
3
.2

5万
円

<
42
万
円

>

1
4
日
以
上

1
4
.2

5
万
円

<
1
8
万
円

>

1
ヶ
月

以
上

2
3
.7

3万
円

<
30
万
円

>

2
ヶ
月

以
上

3
3
.2

5万
円

<
42
万
円

>

③
育

児
目
的
休
暇

の
導

入
・
利
用

2
8
.5
万
円

<
36
万
円

>
1
4
.5
万
円

<
18
万
円

>

①
対
象
労
働
者
が
介
護
休
業
を
１
ヶ
月
以
上
取
得
し
、
復
帰
し
た
場
合

中
小
企
業

中
小
企
業
以
外

①
介
護
休
業

5
7万

円
<
72
万
円

>
3
8万

円
<
48
万
円

>

②
介
護
制
度

2
8.

5万
円
<
36
万
円

>
1
9万

円
<
24
万
円

>

①
育
休
取
得
時

②
職
場
復
帰
時
：

「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策
定
及
び
導
入
し
、
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
対
象

労
働
者
の
円
滑
な
育
児
休
業
の
取

得
・
復
帰
に
取
り
組
ん
だ
場
合

＜
職
場
支
援
加
算
＞
：

育
休
取
得
者
の
業
務
を
代
替
す
る
職
場
の
労
働
者
に
、
業
務
代
替
手
当
等
を
支
給
す
る
と

と
も
に
残
業
抑
制
の
た
め
の
業
務
見
直
し
な
ど
の
職
場
支
援
の
取
組
を
し
た
場
合

介
護
離
職
防
止
支
援
コ
ー
ス

6.
4億

円

「
介
護
離
職
を
予
防
す
る
た
め
の
両
立
支
援
対
応
モ
デ
ル
」
に
基
づ
き
職
場
環
境
整
備
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

介
護
に
直
面
す
る
労
働
者
の
「
介
護
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策
定
及
び
導
入
し
た
事
業
主
に
支
給
す
る
。

育
児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス

（
拡
充
）

25
.3
億
円

①
育
休
取
得
時

2
8.

5万
円
<
36
万
円

>

②
職
場
復
帰
時

2
8.

5万
円
<
36
万
円

>
職
場
支
援
加
算
1
9万

円
<
24
万
円

>

③
代
替
要
員
確
保
時

（
１
人
あ
た
り
）

4
7.

5万
円
<
60
万
円

>
有
期
労
働
者
加
算
9
.5
万
円

<1
2万

円
>

④
職
場
復
帰
後
支
援

2
8.

5万
円
<
36
万
円

>
看
護
休
暇
制
度

1,
00
0円

<
1,

20
0円

>×
時
間

保
育
サ
ー
ビ
ス
費
用

実
支
出
額
の
2
/3
補
助

③
代
替
要
員
確
保
時
：

育
児
休
業
取
得
者
が
、
育
児
休
業
終
了
後
、
原
職
等
に
復
帰
す
る
旨
の
取
扱
い
を
就
業
規

則
等
に
規
定
し
、
休
業
取
得
者
の
代
替
要
員
を
確
保
し
、
か
つ
、
休
業
取
得
者
を
原
職
等
に
復
帰
さ
せ
た
場
合

＜
有
期
契
約
労
働
者
加
算
＞
育
児
休
業
取
得
者
が
期
間
雇
用
者
の
場
合

④
職
場
復
帰
後
支
援
（
拡
充
）
：

法
を
上
回
る
子
の
看
護
休
暇
制
度
や
保
育
サ
ー
ビ
ス
費
用
補
助
制
度
を
導
入
・

運
用
し
た
場
合

※
①

②
は
１

企
業

2回
ま

で
（
無

期
雇
用
者
、
有
期
雇
用
者
）
支
給
。
③
は
１
企
業

あ
た
り

１
年
度

10
人

ま
で

5年
間
支

給
。

④
は

子
の

看
護
休

暇
で
１

企
業

20
0時

間
<2
4
0時

間
>、

保
育
サ
ー
ビ
ス
費
用

補
助

で
１

企
業

20
万

円
<2
4万

円
>が

上
限

出
生
時
両
立
支
援
コ
ー
ス

（
拡
充
）

36
.4
億
円

育
児
休
業
の
円
滑
な
取
得
・
職
場
復
帰
の
た
め
次
の
取
組
を
行
っ
た
中
小
企
業
事
業
主

に
支
給
す
る
。

再
雇
用
者
評
価
処
遇
コ
ー
ス

15
3.

3億
円

中
小
企
業

中
小
企
業
以
外

継
続
雇
用

6ヶ
月
目

継
続
雇
用

1年
目

継
続
雇
用

6ヶ
月
目

継
続
雇
用

1年
目

①
再

雇
用
者

1人
目

1
9万

円

<
24
万
円

>

1
9万

円

<
24
万
円

>

1
4.
25
万
円

<
18
万
円

>

1
4.
25
万
円

<
18
万
円

>

②
再

雇
用
者

2～
5人

目
1
4.
25
万
円

<
18
万
円

>

1
4.
25
万
円

<
18
万
円

>

9
.5
万
円

<
12
万
円

>

9
.5
万
円

<
12
万
円

>

妊
娠
、
出
産
、
育
児
又
は

介
護
を
理
由
と
し
て
退
職
し
た
者
が
、
就
業
が
可
能
に
な
っ
た
と
き

に
復
職
で
き
る
再
雇
用
制
度

を
導
入
し
、
希
望
す
る
者
を
採
用
し
た
事
業
主
に
支
給
す
る
。

※
20
20
年

ま
で

の
時

限
措
置

の
予
定
。

※
②

は
1企

業
当

た
り
1年

度
に
つ
き

10
人
ま
で

。
③
は

1企
業
1回

ま
で

。

②
対
象
労
働
者
が
介
護
の
た
め
の
勤
務
制
限
制
度
（
所
定
外
労
働
の
制
限
、
時
差
出
勤
、
深
夜
業
制
限
、

短
時
間
勤
務
）
を
3ヶ

月
以
上
利

用
し
た
場
合

※
①
②

と
も

1企
業

2回
ま
で

（
無
期

雇
用
者
、
有
期
雇
用
者
）
支
給

※
生
産

性
要

件
を
満

た
し
た

事
業
主
は
＜

＞
の
額
を
支
給
。

下
線
部

は
拡
充

部
分

。

男
性
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
風
土
作
り
に
取
り
組
み
、
子
の
出
生
後
８
週
間

以
内
に
開
始
す
る
連
続
1
4日

以
上
（
中
小
企
業
は
連
続
5日

以
上
）
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た
男
性
労

働
者
が
生
じ
た
事
業
主
に
助
成
す
る
。

労
働
者
の
た
め
の
保
育
施

設
の
設
置
、
運
営
等
を
行
う
事
業
主
・
事
業
主
団
体
に
、
そ
の
費
用
の

一
部
を
1
0年

間
助
成
す
る
。

※
「
企
業
主
導
型
保
育
事

業
」
(内

閣
府
)の

新
規
受
付
期
間
中
は
、
新
規
受
付
を
停
止
し
て
い
る

た
め
、
既
存
の
施
設
の
み
助
成
。
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 308,051 千円

29年度予算額： 336,545 千円

28年度歳出予算現額※1： 366,499 千円
28年度決算額： 190,499 千円

使用割合： 52.0 ％

－

－

該当施策概要

育児・介護支援プラン導入プログラム事業

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

①育児休業等の取得促進
   育児休業等を理由とするハラスメント防止措置を企業に義務付けた改正育児・介護休
業法（平成29年１月１日施行）の周知徹底を図るとともに、育児休業制度等の対象者への
個別周知や、育児目的休暇の措置を事業主に求めることなどを内容とする改正育児・介
護休業法の平成29年10月１日からの着実な施行を図る。
  また、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業への助成措置や中小企業における
育児・介護支援プラン導入プログラムを実施するなど、育児休業や介護休業の円滑な取
得・職場復帰による継続就業を支援するための取組を進める。

通し番号  27 

   平成27年3月20日に閣議決定された「少子化対策大綱」において、育休復帰支援プラン
による支援および助成金を支給することにより、労働者の円滑な育休取得・職場復帰を図
ることとしている。
  また、平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」においては、「介
護に直面した労働者への休業からの復帰支援など、仕事と介護の両立に資する雇用環
境の整備を行った事業主に対する支援を強化するとともに、事業主へのコンサルティング
を提供する。」とされていることから、中小企業における育児休業・介護休業の取得および
円滑な職場復帰による継続就労支援を行う。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

　中小企業及び中小企業で働く労働者の状況に応じた「育休復帰支援プラン」及び「介護
支援プラン」の策定・利用を支援
・「育休復帰支援プラン」及び「介護支援プラン」の普及促進
・セミナーの開催
・個々の事業主の状況に応じたプランの策定支援を行う育児・介護プランナーを養成し、
プランナーによる事業主のプラン策定支援を実施
・「介護支援マニュアル」（仮称）の作成
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分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

５２、５６、１７０、１７３

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

２０－１、２３

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

その他関係する分野・大項目等

－

担当府省・担当課
厚生労働省 

雇用環境・均等局 職業生活両立課
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中
小

企
業
の
た

め
の

育
児

・
介

護
支

援
プ
ラ

ン
導
入

支
援
事

業
（
整

理
統
合

）

◆
中

小
企

業
で
働
く
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取

得
及

び
育
児
休

業
後

の
円

滑
な
職
場

復
帰

に
よ
る
継
続
就
労
を
支
援
す
る
た
め
、

中
小
企

業
及
び
中
小
企
業
で
働
く
労
働
者

の
状
況

に
応
じ
た

「
育

休
復

帰
支
援
プ

ラ
ン

」
策
定
・
利
用
を
支
援

◆
介

護
離

職
の
防
止
、
介
護
休
業
の
取
得
及

び
介
護

休
業
後
の

円
滑

な
職

場
復
帰
に

よ
る

継
続
就
労
を
支
援
す
る
た
め

、
中
小
企

業
及
び

中
小
企
業
で
働
く
労
働
者
の
状
況

に
応
じ

た
「
介
護

支
援

プ
ラ

ン
」
の
策

定
・

利
用
を
支
援

事
業
内
容

①
モ
デ
ル
プ

ラ
ン
の
普
及

促
進
及
び
介
護
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

中
小

企
業
に

お
け

る
労
働
者

の
育
休
取
得
及
び
円
滑
な
職

場
復

帰
に

よ
る
継

続
就
労

を
支

援
す
る
た

め
、

「
育
休

復
帰

支
援
プ
ラ
ン
」
モ
デ
ル
を

周
知
し

、
そ
の

普
及
促
進

を
図

る
。

ま
た

、
介
護

離
職

の
防
止
や
、
介
護
休
業
の
取
得
及
び
円
滑
な
職
場

復
帰
に

よ
る
継

続
就

労
を
支
援

す
る

た
め
、
平

成
2
8
年
度
に
改
定
し
た
「
両
立

支
援
対

応
モ
デ

ル
」
及

び
同

年
度
に
構

築
し

た
「
介
護
支
援
プ
ラ
ン
」
モ
デ
ル
を
周
知

し
、
そ

の
普
及

促
進
を

図
る

。
平
成

2
7年

度
に
作

成
し
た
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
実

践
マ

ニ
ュ

ア
ル
」

を
、

「
介

護
支
援
プ

ラ
ン

」
策
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
整
理
統
合
し
、
企

業
に
と

っ
て
よ

り
活
用

し
や

す
い
「
介

護
支

援
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
仮
称
）
の
作
成
を

行
う

。

②
プ

ラ
ン
ナ
ー
の
養
成
・
活
動
支
援

事
業

主
の

状
況
に

応
じ
た
プ
ラ
ン
の
策
定
を
支
援
す
る
「
プ

ラ
ン
ナ

ー
」
を
基
礎
・

応
用
研

修
に

よ
り
養
成
す
る
。

ま
た

、
プ
ラ

ン
ナ

ー
の
円
滑
な
活
動
の
た
め
の
支
援
を
行
う

。
・

基
礎
研
修
（
仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
や
そ
の
支
援
策
に
係
る
基
礎

的
内
容
）

・
応
用
研
修
（
企
業
の
課
題
把
握
や
プ
ラ
ン
策
定
の
実
践
的
手
法
）

プ
ラン
ナ
ー
の
訪
問
等

に
よ
る
策
定
支
援

中 小 企 業労 働 者

職
場
復
帰

短
時
間
勤
務
➡
フル
タイ
ム
勤
務

フル
タイ
ム
勤
務

プ ラ ン 策 定

プ
ラ
ン
実
施
（
例
）

・
能
力
キ
ャッ
チ
ア
ップ

(復
職
の
た
め
の
研
修

)
・
職
場
の
体
制
整
備

・
復
職
の
た
め
の
相
談

・
管
理
職
へ
の
周
知

プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
支
援
の
し
くみ

中 小 企 業労 働 者

職
場
復
帰

短
時
間
勤
務
➡
フル
タイ
ム
勤
務

フル
タイ
ム
勤
務

プ ラ ン 策 定

プ
ラ
ン
実
施
（
例
）

・
能
力
キ
ャッ
チ
ア
ップ

(復
職
の
た
め
の
研
修

)
・
職
場
の
体
制
整
備

(代
替
要
員
確
保
、多

能
工
化
等

)
・
復
職
の
た
め
の
相
談

・
管
理
職
へ
の
周
知

介
護
休
業

プ
ラン
ナ
ー

に
よ
る
支
援

仕 事 と 介 護 の

両 立 支 援 の 取 組

育
児

支
援

介
護

支
援

プ
ラン
ナ
ー
の
訪
問
等

に
よ
る
策
定
支
援

3
0
年
度
要
求
額

3
0
8
,0

5
1
千
円

（
2
9
年
度
予
算
額

3
6
6
,5

4
5
千
円
）

産 休
育
休

育
休

所
定
外
労
働

免
除
等

代
替
要
員
確
保

他
の
社
員
に
よ
る
業
務
代
替
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 1,350,333 千円

29年度予算額： 1,007,671 千円

28年度歳出予算現額※ 218,273 千円
28年度決算額： 216,842 千円

使用割合： 99.3 ％

－

－

該当施策概要

治療と職業生活の両立等の支援対策事業

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

②病気の治療と仕事の両立
   がん等の病気を抱える患者が、それぞれの希望や能力、病気の特性等に応じて最
大限活躍できる環境を整備する。医療機関・主治医、会社や産業医、両立支援コー
ディネーターの「トライアングル型」のサポート体制を構築する。

通し番号  28 

   労働者の健康確保の観点から、事業者は、疾病を抱える労働者が就労によって疾
病が悪化することのないよう、一定の就業上の措置や治療等に対して配慮を行うよう
努める必要がある。
   また、「ニッポン一億総活躍プラン」、「働き方改革実行計画」等に基づき、治療と職
業生活の両立に向けたトライアングル型支援などの推進を図る必要がある。
   このため、一般国民も含めた周知・啓発、両立支援コーディネーターの養成・配置、
企業連携マニュアルや疾患別サポートマニュアルの作成等により、治療と職業生活の
両立支援の取組の普及を図る。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

-

　　「ニッポン一億総活躍プラン」、「働き方改革実行計画」等に基づき、治療と職業生
活の両立に向けたトライアングル型支援などの推進を図る必要がある。
　　両立支援コーディネーターの養成をはじめ、企業連携マニュアルや疾患別サポート
マニュアルを作成する。また、経営者、人事労務担当者等向けのセミナー等を開催す
る。さらに、一般国民も含めた周知・啓発として広報活動を行うほか、地域での取組を
推進するため、各都道府県に地域両立支援推進チームを組織し、治療と仕事の両立
支援の普及を図る。
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分野
－大
項目

１－１

分野
－大
項目

担当府省・担当課
厚生労働省

労働基準局 安全衛生部労働衛生課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

-

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

-

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

長時間労働の削減等の働き方改革

その他関係する分野・大項目等

-

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係
る平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。
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治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
事
業

平
成

30
年
度
要
求
額

1,
35

0百
万
円

委
託
事
業

○
「
疾
患
別
サ
ポ
ー
ト
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
企
業
連
携
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成

○
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
広
報
事
業

産
業
保
健
活
動
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
う
ち
両
立
支
援
事
業
）

○
両
立
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
医
療
機
関
（
主
治
医
等
）
と
連
携
し
、
企
業
と
労
働
者
間
の
具
体
的
調
整
を
支
援

○
両
立
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
相
談
対
応
・
企
業
の
個
別
訪
問
指
導

○
地
域
窓
口
に
よ
る
相
談
対
応

○
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
、
人
事
労
務
担
当
者
、
医
療
関
係
者
へ
の
専
門
的
研
修
、
経
営
者
等
に
対
す
る
啓
発
セ

ミ
ナ
ー

○
両
立
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
両
立
支
援
指
導
医
（
仮
称
）
の
養
成

○
両
立
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
講
師
養
成
研
修
（
新
規
）

○
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
体
制
強
化
（
新
規
）

そ
の
他

○
地
域
両
立
支
援
推
進
チ
ー
ム
の
運
営
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
③

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

－

30年度要求予算額： － 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要
　平成29年3月30日に策定・公表した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を厚生労
働省のホームページに掲載するほか、労働局における周知を行う。

   平成27年12月24日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」
において、「転勤の実態調査を進めていき、企業の経営判断にも配慮しつつ、労働者の
仕事と家庭生活の両立に資する『転勤に関する雇用管理のポイント（仮称）』の策定を目
指す」とされたことから、29年3月30日に「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を策定
し公表した。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

③労働者のライフイベントに応じた配置
    平成29年３月に公表した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」について、企業にお
ける転勤（転居を伴う配置の変更）の見直しのための参考として活用してもらうよう周知
を行う。

通し番号  29 
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分野
－大
項目

３－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

担当府省・担当課
厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

－

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バラ
ンス等の実現

その他関係する分野・大項目等

－
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《
事
業
主
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

》


従
業
員
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立
へ
の
ニ
ー
ズ
に
着
目
し
て
、
自
社

の
転
勤
の
あ
り
方
を
見
直
し
た
い


人
材
の
確
保
、
育
成
、
能
力
発
揮
を
、
持
続
可
能
な
形
で
行
っ
て

い
き
た
い


勤
務
地
限
定
正
社
員
な
ど
の
「
多
様
な
正
社
員
」
制
度
を
導
入
し

た
い
、
又
は
、
見
直
し
た
い

《
主
な
内
容

》

１
．
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
に
つ
い
て
踏
ま
え
る
べ
き
法
規
範

（
１
）
配
転
命
令
権

（
２
）
転
勤
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
法
規
範

２
．
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
を
考
え
る
際
の
基
本
的
な
視
点

３
．
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

（
１
）
現
状
把
握

①
目
的
の
確
認

②
異
動
の
状
況

③
転
勤
に
関
す
る
取
扱
い
の
状
況

④
異
動
の
目
的
・
効
果
の
検
証

（
２
）
基
本
方
針
（
転
勤
を
実
施
す
る
規
模
）

（
３
）
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
の
類
型
ご
と
の
運
用
メ
ニ
ュ
ー
例

ア
勤
務
地
を
限
定
し
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
場
合

①
転
勤
に
関
す
る
対
応
や
原
則
の
明
確
化

②
転
勤
対
象
者
へ
の
個
別
の
対
応

イ
勤
務
地
の
変
更
の
有
無
や
範
囲
に
よ
り
雇
用
区
分
を
分
け
る
場
合

①
雇
用
区
分
の
設
定
・
運
用
の
基
本
方
針

②
処
遇
の
均
衡
（
賃
金
、
昇
進
・
昇
格
）

③
転
換
制
度

ウ
そ
の
他
（
労
働
者
が
決
定
に
関
与
す
る
場
合
）

「
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
の
ヒ
ン
ト
と
手
法
」

～
事
業
主
が
従
業
員
の
転
勤
の
在
り
方
を
見
直
す
際
に
役
立
て
て
ほ
し
い
資
料
（
平
成

29
年

3月
30
日
公
表
）
～

《
経
緯

》


ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（

20
15
改
訂
版
）

（
平
成

27
年

12
月

24
日
閣
議
決
定
）

「
転
勤
の
実
態
調
査
を
進
め
て
い
き
、
企
業
の
経
営
判
断
に
も
配
慮
し
つ
つ
、

労
働
者
の
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
に
資
す
る
『
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
の

ポ
イ
ン
ト
（
仮
称
）
』
の
策
定
を
目
指
す
」


企
業
に
お
け
る
転
勤
の
実
態
を
調
査
（

(独
)労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
）


「
転
勤
に
関
す
る
雇
用
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
（
仮
称
）
」
の
策
定
に
向
け

た
研
究
会
を
開
催
（
平
成

29
年
１
月
～
３
月
）

池
田

心
豪

(独
)労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
主
任
研
究
員

(座
長

) 
佐
藤

博
樹

中
央
大
学
大
学
院
戦
略
経
営
研
究
科

教
授

武
石

惠
美
子

法
政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部

教
授

平
野

光
俊

神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学
研
究
科

教
授

山
中

健
児

石
嵜
・
山
中
総
合
法
律
事
務
所

弁
護
士


研
究
会
の
報
告
書
（
平
成

29
年

3月
29
日
）
を
踏
ま
え
、
「
転
勤
に
関
す

る
雇
用
管
理
の
ヒ
ン
ト
と
手
法
」
を
厚
生
労
働
省

H
Pで
公
表
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅰ

中項目 1

小項目 (4)

細項目
④

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 25,285 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※1： － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

通し番号  30 

仕事・家庭と学び直しの両立を実現する教育訓練のあり方研究事業（仮称）

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

１．女性活躍に資する働き方改革の推進

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進

④個人の学び直し・復職・再就職支援
　育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育訓練給付の対象
となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増設や給付率と上限額の引上げを行
うとともに、出産等で離職後、子育てでのブランクが長くなっても受給を可能とする（離職
後４年以内→離職後20年以内）等のリカレント教育受講に対する支援を拡充する。
（後略）

　子育て中の女性や在職者は、多忙な中で学び直しのための教育訓練を受講する時間を
確保すること自体が困難であることから、こうした課題を解決する講座の開講形態・教育
手法や、企業側の時間的配慮のあり方につき調査研究・課題整理を行い、その成果を普
及することで講座の開講を促進し、効率的・効果的な人材育成の推進を図る。

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

その他（具体的に）

－

　子育て女性等の時間の制約の大きい者にとっても受講しやすい講座の在り方（曜日・時
間設定を含む開講形態、教育手法等）について、企業等、教育訓練機関、受講者層に対
しヒアリング・アンケート等による調査を行うとともに、「受講しやすい」「身につけるべきス
キルを効率的に身につけられる」開講形態・教育手法についての仮説を形成する。　ま
た、仮説に基づいた教育訓練講座の設置・開講による効果・成果の実証を行った上で、必
要な見直しを加え、成果を普及、講座の開講の促進を目指す（平成30年度～31年度）。
（30年度予算）
　子育て女性等の時間の制約の大きい者にとって受講しやすい講座の在り方について調
査・仮説の形成を予定。
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分野
－大
項目

３－５

分野
－大
項目

担当府省・担当課
厚生労働省

人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※2

－

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

関連施策（事業）の通し番号※3

５３

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

再就職、起業、自営業等における支援

その他関係する分野・大項目等

３－４

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。
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仕
事
・
家
庭
と
学
び
直
し
の
両
立
を
実
現
す
る
教
育
訓
練
の
在
り
方
研
究
事
業
（
仮
称
）

事
業
の
目
的

【
事
業
イ
メ
ー
ジ
】

○
働
く
方
一
人
ひ
と
り
の
職
業
能
力
を
高
め
、
労
働
生
産
性
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
、
我
が
国
の
「
働
き
方
改
革
」
実
現
の
た
め
に
重
要
。

○
一
方
、
子
育
て
中
の
女
性
や
在
職
者
は
、
多
忙
な
中
で
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
り
、
そ
う
し
た
者
の
た
め
の
教
育

訓
練
は
、
開
講
形
態
に
配
慮
が
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
効
率
的
な
学
習
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
の
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

○
本
事
業
は
、
多
忙
な
社
会
人
に
と
っ
て
も
受
講
し
や
す
い
講
座
の
在
り
方
（
曜
日
・
時
間
設
定
を
含
む
開
講
形
態
、
教
育
手
法
等
）
に
つ
き
調
査
を
行
う
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
講
座
の
開
講
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
把
握
、
実
際
に
新
講
座
の
開
講
に
よ
る
効
果
・
成
果
の
実
証
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
見
直
し
を

加
え
、
成
果
を
普
及
、
講
座
の
開
講
促
進
を
目
指
す
も
の
。

○
併
せ
て
、
現
在
知
見
の
蓄
積
が
少
な
い
「
企
業
に
お
け
る
、
個
人
の
自
発
的
な
学
び
直
し
に
対
す
る
時
間
面
で
の
配
慮
、
評
価
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
の

研
究
や
、
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係
る
課
題
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
社
会
人
の
学
び
直
し
の
一
層
の
推
進
を
図
る
。

働
く
方
の
自
発
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
、
社
会
人

の
学
び
直
し
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
態
等
に

知
見
を
有
す
る
者
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
等
）

【
調
査
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
（
案
）
】

○
対
象
者
が
受
講
し
や
す
い
開
講
形
態
（
土
日
・
夜
間

/e
-ラ
ー
ニ
ン
グ
）

○
対
象
者
が
必
要
と
す
る
ス
キ
ル
を
効
果
的
・
能
動
的
に

学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
手
法

○
対
象
者
の
「
脱
落
」
を
防
ぐ
フ
ォ
ロ
ー
の
手
法

○
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
た
教
育
訓
練
講
座
を
円
滑
に
開
講

す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

○
個
人
の
学
び
直
し
に
対
す
る
企
業
と
し
て
の
時
間
的
配

慮
・
評
価
の
可
能
性
、
条
件
整
備
の
方
法

○
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係
る
課
題

○
働
く
方
の
自
発
的
な
キ
ャ
リ
ア
開
発
、
社
会
人
の
学

び
直
し
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
態
等
に
知
見
を
有

す
る
者
を
対
象
に
、
社
会
人
向
け
の
教
育
訓
練
講
座

が
、
ど
の
よ
う
な
開
講
形
態
・
教
育
手
法
等
に
よ
り

行
わ
れ
る
こ
と
が
効
果
的
か
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

事
業
を
委
託

○
委
託
先
に
お
い
て
、
教
育
訓
練
機
関
、
企
業
、
受
講

者
層
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
、
子
育
て
女
性
・

在
職
者
に
相
応
し
い
講
座
の
在
り
方
の
仮
説
を
設
定
。

仮
説
に
基
づ
く
講
座
運
営
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
受

講
者
側
、
教
育
訓
練
機
関
側
、
企
業
側
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
検
証
。

○
併
せ
て
、
個
人
の
学
び
直
し
に
対
す
る
企
業
と
し
て

の
時
間
的
配
慮
・
評
価
の
可
能
性
や
条
件
整
備
の
方

法
、
現
行
の
教
育
訓
練
給
付
の
講
座
指
定
基
準
に
係

る
課
題
等
に
つ
い
て
も
調
査
・
分
析
を
実
施
。

○
調
査
研
究
報
告
書
を
作
成
す
る
と
も
に
、
調
査
研
究

の
結
果
を
も
と
に
講
座
開
講
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
開
発
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
広
く
周
知
す
る
こ
と
で
、
社
会
人
が

受
講
し
や
す
い
教
育
訓
練
講
座
の
拡
充
を
図
る
。

R
ES

EA
R

CH
PR

O
JE

CT
FO

R
W

O
R

K
-L

IF
E-

LE
AR

N
B

AL
AN

CE
 

仮
説
の
設
定
・
実
証
に

あ
た
り
、
企
業
、
教
育

訓
練
機
関
、
受
講
者
層

の
協
力
を
得
る

厚
生

労
働

省

委
託

平
成

3
0
年

度
要

求
額

2
5
百

万
円

（
平

成
3
0
･3
1
年

度
国

庫
債

務
負

担
行

為
）
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事
業
の
進
め
方
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
る
現
状
分
析
・
仮
説
形
成

講
座
開
講
・
仮
説
実
証

結
果
分
析
・

と
り
ま
と
め

H
30

H
31

企
業
等
、
教
育
訓
練
機
関
、

受
講
者
層
に
対
し
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
ア
ン
ケ
ー
ト

等
に
よ
る
調
査
を
実
施

企
業
等

教
育
訓
練
機
関

受
託
者

仮
説
に
基
づ
い
た
教
育
訓
練
講
座
の

設
置
・
開
講
（
１
０
講
座
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
関
与

受
講
実
態

観
察
・
分
析

想
定
し
て
い
た
効
果
が

生
ま
れ
て
い
る
か
の
確
認

（
受
講
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
等
も
実
施
）

仮
説
に
基
づ
く
も
の
に

な
っ
て
い
る
か
の
確
認

調
査
研
究
の
対
象
分
野
を
決
定
（
例
：
子
育
て
女
性
の
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
、
医
療
・
介
護
、

IT
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
）
し
、
以
下
の
①

～
④
に
つ
き
調
査

①
設
定
し
た
分
野
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
開
講
実
態

②
当
該
分
野
に
お
け
る
企
業
・
受
講
者
層
か
ら
の
講
座
ニ
ー
ズ

（
訓
練
の
開
講
形
態
・
日
時
・
教
育
手
法
等
）

③
②
を
踏
ま
え
た
教
育
訓
練
を
新
た
に
開
講
し
よ
う
と
す
る
際

の
課
題
・
ノ
ウ
ハ
ウ

④
当
該
分
野
の
企
業
に
お
け
る
、
個
人
の
自
発
的
な
学
び
直
し

に
対
す
る
評
価
、
送
り
出
し
へ
の
配
慮
の
実
態

受
講
者
層

当
該
分
野
に
お
け
る
「
受
講
し
や
す
い
」
「
身
に
つ
け
る
べ
き

ス
キ
ル
を
効
率
的
に
身
に
つ
け
ら
れ
る
」
開
講
形
態
・
教
育
手

法
に
つ
い
て
の
仮
説
を
形
成

受
講
者
送
り
出
し

要
請

送
り
出
し
企
業
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
も
実
施

（
送
り
出
し
の
感
想
、
個
人
の
学
び
を
企
業
と
し
て
ど

う
支
援
・
評
価
し
う
る
か
、
等
）

成
果
物
の
全
国
的
な
普
及

に
よ
り
、
社
会
人
が
受
講

し
や
す
い
効
率
的
な
教
育

訓
練
講
座
の
開
講
を
促
進

＜
開
講
例
＞

子
育
て
女
性
の
土
日
講
座
２
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
２

IT
企
業
社
員
向
け
夜
間
講
座
２
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
２

医
療
分
野
従
事
者
向
け
夜
間
講
座
１
、

e-
ラ
ー
ニ
ン
グ
１

成
果
物
と
し
て
、

・
調
査
分
析
報
告
書
（
個

人
の
学
び
直
し
推
進
の

た
め
の
政
策
提
言
を
含

む
）

・
講
座
開
講
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
取
り
ま
と
め

99




